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定款の一部変更に関するお知らせ 

 
記 

当社は、本日開催の取締役会において平成 29 年６月 20 日開催予定の第 87 回定時株主総会

に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

 
1. 定款変更の理由 
 
① 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の

監査等委員である取締役の選任を毎年行うことの負担に鑑み、補欠の監査等委員であ

る取締役の予選の効力を 2 年とする規定を新設するものであります。 
（変更案第 19 条第４項） 

 

② 当社は、平成 28年６月 17日付にて監査等委員会設置会社へ移行しておりますが、取締役

会の監督機能の更なる強化と適切かつ機動的な運営を図ることを目的として、会社法第 399

条の 13 第６項の規定にもとづき、取締役会において決定すべき重要な業務執行（同条第５項

各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部または一部を取締役に委任することができる制度を

導入する規定を新設するものであります。（変更案第 24 条） 

 

 

 

 

 



 

 

2. 変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更箇所を示します） 

現行定款 変更案 

第 19 条（取締役の選任） 

取締役は、監査等委員である取締役とそれ以

外の取締役とを区別して、株主総会の決議に

より選任する。 

2．前項の選任決議については、議決権を行使

することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議決権の過半

数をもって行う。 

3．取締役の選任決議は、累積投票によらない

ものとする。 

（新設） 

第 19 条（取締役の選任） 

取締役は、監査等委員である取締役とそれ以

外の取締役とを区別して、株主総会の決議に

より選任する。 

2．前項の選任決議については、議決権を行使

することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議決権の過半

数をもって行う。 

3．取締役の選任決議は、累積投票によらない

ものとする。 

4．補欠の監査等委員である取締役の予選の効

力は、選任後２年以内に終了する事業年度の

うち、最終のものに関する定時株主総会の開

始の時までとする。 

第 20 条～第 23 条（条文省略） 第 20 条～第 23 条（現行どおり） 

（新設） 第 24 条（重要な業務執行の委任の決定） 

取締役会は、会社法第 399条の 13第６項の規

定により、その決議によって、取締役会にお

いて決定すべき重要な業務執行（同条第５項

各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部また

は一部を取締役に委任することができる。 

第 24 条～第 42 条（条文省略） 第 25 条～第 43 条（現行どおり） 

 

以上 


